
 熱海市税賦課徴収条例等の一部を改正する条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  平成２７年１２月１７日 

熱海市長 齊 藤  栄   

熱海市条例第３８号 

   熱海市税賦課徴収条例等の一部を改正する条例の一部を改正する条例 

 熱海市税賦課徴収条例の一部を改正する条例（平成２７年熱海市条例第２５号）の一部を次

のように改正する。 

 第１条のうち熱海市税賦課徴収条例第２条第３号及び第４号の改正規定を削り、同条例第 

３６条の２第８項の改正規定中「法人番号」の次に「（行政手続における特定の個人を識別す

るための番号の利用等に関する法律（平成２５年法律第２７号）第２条第１５項に規定する法

人番号をいう。以下市民税について同じ。）」を加え、同条例第６３条の２第１項第１号の改

正規定中「）又は法人番号」の次に「（同条第１５項に規定する法人番号をいう。以下固定資

産税について同じ。）」を加え、同条例第８９条第２項第２号の改正規定中「いう。」の次に

「以下この号及び」を、「）又は法人番号」の次に「（同法第２条第１５項に規定する法人番

号をいう。以下この号において同じ。）」を加え、同条例第１３９条の３第２項第１号の改正

規定中「）又は法人番号」の次に「（同条第１５項に規定する法人番号をいう。以下この号に

おいて同じ。）」を加え、同条例第１４９条第１号の改正規定中「以下同じ」を「以下この号

において同じ。」に改め、「）又は法人番号」の次に「（同条第１５項に規定する法人番号を

いう。以下この号において同じ。）」を加える。 

 附則第１条第４号中「第２条第３号及び第４号、」を削る。 

   附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 


